
【令和７年度】市立外小・中学校等給食費等の多子世帯保護者負担軽減事業チェックシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年 4 月 2 日から平成 31 年 4 月 1
日生まれの児童生徒を３人以上養育して
いる 

保護者が市内に住所を有する 

平成 19 年 4 月 2 日以降生まれから数え
て第 3 子以降が市内に住所を有する 

公立小・中学校に給食費の未納がない 

第 3 子以降の方が 
公立の小・中学校に在籍している 

第 3 子以降の方が 
市立外（私立や特別支援学校、県立
特別支援学校など）の小・中学校に
在籍している 

多子世帯の申請に該当しない
ため、申請できません 

多子世帯負担軽減事業の対象
となります 
「鴻巣市給食費免除申請書」
を提出いただき、申請書の審
査で免除決定の後、給食費が
免除されます（本事業とは別
の申請が必要） 

 

★ 印に該当する方が本事業の対象となります 

★市立外多子世帯負担軽減事業の対
象となります 
詳細は「市立外小・中学校等給食費
等の多子世帯保護者負担軽減事業の
お知らせ」をご確認ください 

★市立外多子世帯負担軽減事業の対
象となる可能性があります 
詳細は「市立外小・中学校等給食費
等の多子世帯保護者負担軽減事業の
お知らせ」をご確認ください 

②その方が 
長期欠席で給食を停
止し、通所している
フリースクール等か
ら昼食の提供を受け
ているまたは昼食を
持参させている 

① その方が 
食物アレルギー
で給食を一部ま
たは全部停止し
ている 
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